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労働者 の生活時間構造 と余暇

'福 島
利 夫

は じ め に

近 年,国 際 的 に,労 働時 間 の 短縮,休 日の 増 加 とそ れ に 伴 な う余 暇 の 増 大 に

関 す る論 議 が さか ん と な って い る。 また,労 働 時 間 制 の新 しい 傾 向 と して,週

4日 制,フ レ ッ クス ・タイ ム,有 給 教 育 休 暇 な どが 国 際 舞 台 に現 わ れ てい るD。

わ が 国 では 最 近 に な って,よ うや く週 休2日 制 が 徐 々 に導 入 され は じめ て い

る2)と い う状 態 で あ る。.そして,そ れ に 伴 な って生 じる余 暇 を ど うす るか とい

う こ とが 一 つ の課 題 となっ てい る。1972年 の春 に,政 府 機 関 と して経 済 企 画 庁

に余 暇 開 発 室,通 産 省 に余 暇 開 発 産 業 室 が あ いつ い で設 置 され,ま た民 間 に は

財 団 法 人 余 暇 開 発 セ ンタ ー3)が 誕 生 した 。 各 部 道 府 県 に お い て も,余 暇 を直 接

の対 象 とす る諸 施 策 が しだ い に な され は じめ て い る。

さ らに,注 目す べ き こ とは,こ の余 暇 の論 議が 福 祉 の課 題 と.関連 づ け られ て

1)そ れ ぞれ につい て簡単 に触れ てお こう。週4日 制は,1969年 ごろか らアメ リカで普及 してきた

制度で あって,1日10時 間 ・週40時 間であ る。7レ ックス ・タイ ムは西 ドイツか ら始 ま り,ヨ ー

ロッパ各国 に1970年 ごろか ら広 く普 及 して きた制度であ って,労 働時間 の中心 に核時間 をお き.

そ の前後 に労働者個 々人 が自由に自分自身 の始 業時刻 と終業時刻 とを設定す るとい う制度 である。

これ らの二つ の時 間制度 は,労 働 時間の短 縮ではな く,労 働時間配分 の変更 を行 な う制度 である

が,労 働 と余暇 のあ り方 に一 つの変化を もた らす もの であ る.最 後 に,有 給教育休暇 は,数 年 間

の討議 ののちにILOの1974年 度 総会で条 約 ならびに勧告 として採択 されるに至 った ものであ?

て,従 来 の年 次有 給休暇 とは別 に,労 働者教育 のため に使 われ る制度 である。 その内容 は,① 職

業訓練 のための休 曝 ②一般教育お よび市民教 育 のた めの休暇,③ 労働組合教育 のた めの休暇 と

い う3項 目に大別 され る。

2)そ の中で も不完全 な週 休2日 制が多数 を占め,ま た1日 の実労働時 間の延 長 とセ ッ トにされ る
　 ロ

とい った まやか しの もの も少な くない。その うえ,普 及の度合 も石油危機以 降は鈍化傾 向が見 ら

れ る。 なお,現 今 の不況下においては,雇 用拡大 の一手段 として も,労 働時 間短 縮 と週 休2日 制

が政策 課題 として提起 されてい る。

3)余 暇 開発セン ターは,余 暇問題 に関す る民間 の総合的 シン クタンク として,通 産 省お よび経済

企 画庁が民間 と協 力 して設立 した もので ある。
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い る こ とで あ る。 周 知 の よ うに,戦 後 日本 資 本主 義 の 「高 度成 長」,す なわ ち

強 蓄 積 の 過 程 ば,さ ま ざ ま な種 類 の 公 害 をは じめ と して,多 くの社 会 問 題 を 引

きお こ し,経 済 政 策 の あ り方 が 取 り沙 汰 され る こ と とな った。 そ こで前 面 に 出

され て きた の が,い わ ゆ る 「成 長 か ら福 祉 へ の転 換」4)で あ る。 この転 換 の た

め に,国 民 の 福祉 の測 定 基 準 の 確 立,な らび に実 証 分 析,さ らには それ らに も

とつ く政 策提 言 が 必.要 とされ て い る。

「余暇 時 間」 は,「 福祉 」 や 「生 活 の 質」 を指 標 化 す る ア プ ロー チ5)の 一 つ

とし て新 し く開 発 され たNNW(NetNationalWelfare純 国民 福 祉)6)に お

い て,「 環境 汚 染ユ な どの 「マ イ ナ ス福 祉項 目」 と対 比 され る 「プ ラス 福祉 項

目」 の な か で 「個 人消 費」 に次 ぐ最 大 の もの と して 評 価 され て い る。

ま た,近 く到来 す る と され る 「余 暇 社 会」η あ る いは 「.余暇 時 代」週 とい う言

葉 は 「豊 か な 社会 」 ま た ぽ 「福 祉 社 会」 の代 用 語 の よ うな 観 を な して い る。 こ

の 「余 暇 社会 」 が いっ 来 るか とい う こ とは,余 暇 開発 セ ンタ ー で は 「昭和55

年 を余 暇 社会 へ の離 陸 期 と想定 」9⊃してお り,さ らに,政 府 の 昭和48年 度か ら

昭和52年 度 の期 間 に お け る経 済 運営 の指 針 で あ る 「経 済社:会基 本計 画」 で は,

ロ じ コ リ コ ロ コ

4)一 例 を上げ てみ ると,昭 和49年 版 のr労 働 自書 』の表題1高 度成長 か らの転換 と今後 の課題 」

(傍点 は引用者)で ある。 そ もそ も国民生活 における貧 困の克服 と富の増大,福 祉 の向上は経 済

学 の根本的 な課題 である。現代資本主義 におい てはこの課題 が,よ り直接的 には経 済成長 至上 主

義 にたいす る反省 あるい は批判 として提起 され ている。

5)こ の アプローチ として は次の三つ の ものが考 え られ ている.① 貨幣的 ・経 済的アプ ローチ(N

NWな どの経済福祉指標)② 物質的 ・社会的 アプ ローチ(社 会 指標).③ 主観的 ・心理 的ア プ

ローチ(福 祉意識指標)丸 尾直美,「 生活 の質」 と社 会指標,村 田昭治 ・丸尾直美 ・井 関利 明

編 「福祉志向 の論理 一 続 『福祉生活 の指標 を求 めて』一 」昭和51年,8-14ペ ージ参照。

6)経 済審議会NNW開 発委員会 の報告 によれば,NNWば,「 国民所得概念 に立脚 しつ つ これを

修 正 し,国 民所得 によって評価 され ていない プ ラスお よびマイナスの要素 を貨幣額 で計測 し,こ

れを加除す ることによって福祉国民所得 またば純国民福祉 とい うべき新 しい福祉 の指標 を構成 し

ようとす るもの」であ る。同委 員会編 「新 しい福祉指標NNW」 暗和48年,3ペ ージ。

7)上 述 した経 済企画庁余 暇開発室の刊行 した事実上の 「余暇白書.1と み なされ る 「資料」(昭 和
　 コ リ ロ

48年)の 表 題は 「余 暇社 会への構図一 余暇政策 の今後の あ り方一 」(傍 点 は引用者)と 銘打

たれてい る.
ロ ロ

8)同 様に,通 産省余暇開発産業室の 「報告書」(昭 和48年)の 表題は 「わが国余暇の現状 と余暇
ロ コ

時 代への展 望」(傍 点は引用者)と なってい る。

9)余 暇 開発 セ ンター 昭 和47年 度研 究 プ戸ジェ ク トNo.4「 余暇時代 におけ る産業活動 の社会的

位置 づけに関する調査研 究(報 告書 概要)」 昭和48年,1ペ ージ。
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「1980年 代 早 期 に は,完 全 週 休2日 制,週40時 間労 働 制 が全 産 業 界 に一 般 化 し

て い る と見 込 ま れ る」mと 述 べ られ て い る。 つ ま り,あ と数 年 立 て ば 「余 暇 社

会 」 が実 現 す る とい うの であ る。

しか し また,一 方 では この よ うな 「余 暇 社 会」 の 礼 賛 とは 裏 腹 に,わ れ わ れ

が 日常 生 活 で経 験 してい る余 暇 とは,俗 に 「1コ 口,2テ レ,3パ チ」11).と称

され るほ どの きわ め て貧 しい もの で あ る。 それ ゆ え,こ の貧 し.い現 実 が づ ラ色

の 「余 暇 社 会」 と ど うっ なが って い くの で あ ろ うか とい う疑 念 が 起 こ って こざ

る を え ない の で あ る。

本 稿 は,以 上 の よ うな余 暇 を め ぐる さ ま ざ ま な問 題 の解 明 を は か るた め に.

そ の前 提 と して,労 働 者 に と って そ もそ も余 暇 とは 何 で あ るのか を探 り,.さ ら

に生 活 時間 調査 のた め に な され て い る現行 の生 活 時 間分 類 基 準 の 検討 を通 じて,

生 活時 間構 造 の 中 で の余 暇 の持 つ 意義 を明 らか に し ょ う とす る もの で あ る12)。

1労 働 と 余 暇

1労 働

余 暇 を論 ず る に 当 って,ま ず 労 働 との対 比 か ら始 め よ う。 「労 働 か 余 暇 か」,

あ る いは 「労 働 至 上 主義 か 余 暇 至 上 主 義 か 」 とい う問 い に答 え るた め で あ る。

10)経 済企画庁編 「経済社会基本計画 活 力ある福祉社会 のために一 」昭和48年,59ペ ージ。

11)そ れぞれ,ゴ ロ寝,テ レ ビ,パ チンコをあ らわす。時 には1と2と が入れ替 わ る。あるいほ一

つ になった ものを 「テレ寝」 と称す るこ ともある。

12)労 働者 の生活時間 と余暇 の問題 につ いては藤本 武,下 山房 雄両氏 をは じめ とす る労働科学研究

.所 の諸氏 の業績 に学 ぶところが大 きい。 とりわけ下 山氏の以下の諸論稿か らは多 くの示唆 を得 る

こ とがで きた。下 山房雄,書 評 「労働 時間 の歴史」,「労働の科学」第15巻 第5号,昭 和35年5月 。

生活費.と生活時 間の最低 限界,「 月刊労働問題」第69号,昭 和39年2月 。 藤本武 ・下山房雄 ・井

上和衛共著 「日本 の生活時 間」 昭和40年 。 技術革新 と労働時間.大 河 内一男 ・有泉亨 ・金子美.

雄 ・藻利重隆編 「現代 労働 問題 講座」第 牛巻 「労働時間 と職場環境」昭和42年.生 活時間 の構造,

塩 田庄兵 衛編 「労働 問題 講義」昭和46年 。70年 代と労働時間短縮問題,春 闘共闘時短共闘委員 会

編 「労働時 間短 縮 闘い方 と職場の実態 」昭和47年.「 余暇 」を どうとらえ るか,「 経済 」

第98号,昭 和47年6月 。余暇 と労働者生活,「 銀 行労働 調査 時報」第274号,昭 和47年10A。 絶 対

的 剰余価 値の生産,「 経済」第121号,昭 和49年5月 。労働時間 と生活時 間 ・余暇,日 本経済学 会

連 合編 「経済 学の動向」中巻,昭 和50年 。労働時間,「 月刊 金属労働資料」第145号.昭 和50年10

月。
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労 働 は まず 人 間 と自然 とめ あ いだ の物 質 代 謝 の過 程 で あ る。 人 間 は 自己 の欲

望 に も とづ い て 目的 を設 定 し,こ の 目的 の も とに 自然 の なか に形 態 変 化 を もた

ら し,自 己 に とって有 用 な もの をつ く り灯 す 。.これ が 労 働 過 程 で あ る。 この過

程 に お い て 同 時 に,人 間 は 「自分 自身 の 自然(Natur:本 性)の うち に瞼 っ て

い る潜 勢 力 を発 現 させ,そ の諸 力 の営 み を 自分 自身 の統 御 に従 わ せ る」13)の で

あ る。労 働 は この よ う な もの と して あ り,そ れ は 人 間 の生 命 の発 現 の過 程 で あ

り,労 働 す る主体 の対 象化,す なわ ち 自己実 現 の過程 で あ る。 そ して,「 あ る

意味 で は,労 働 が 人 間 そ の もの を も創 造 した」1のと言 って もよ い の で あ る。

と ころ が資 本主 義 的 生産 様式 で の 労働 過程 は 同 時 に 資本 の価 値増 殖過 程 で も

あ る。 む しろ価 値 増 殖 過 程 が そ の主 要 な 性格 を 占め,労 働 過程 は そ れ に 従属 す

る もの と して 現 わ れ る。

したが って 人間 が 自己 を実 現 し,発 達 させ る とい う労働 の 内 的 目的 は,.資 本

の蓄 積 を進 行 させ る とい う外 的 目的 の も とに 従属 す る。 そ して,動 物 と人 間 と

を本 質 的 に 区別 す る もの と して の労 働 を資本 に売 り渡 した 結果,飲 食 生殖 な
つ 　 ロ コ コ コ コ コ

どの,た だそ れだ け で は動 物 的 な諸 機 能 に と どま る もの と,労 働 とい う人 間 的

な諸 機 能 との転 倒 が 労 働 者 の身 の上 に生 じる15)。 この転 倒 こそ が,苦 役 と して

の 「労 働 」 か らの 「解 放」 を 「余 暇 」 に 求 め させ る の で あ る。

しか し,労 働 か ら余 暇 へ の 「脱 出」 に よ る 「解 放」 とい う仮 象 に と らわれ る

な らば,二 重 の誤 りに 陥 る で あ ろ う。

第 一 に は,余 暇 と対 比 して土 台 に 位 置 す る労 働 そ の もの の変 革 とそ こで の人

間 の 自由 な発 達 を追 求 す る とい う視 点 が 欠 落 す る こ とで あ る。 自己 の労 働 の 社

会 的 意義 を問 い,労 働 内容 の質 的 向 上 をは か る こ と自体 が 労 働 運 動 の新 しい 課

13)K.Marx,n.∫Kapital,Bd.1,4.Au乱,Diet,,(以 下Dζ1と 略 記 す る):S.192.マ ル ク

ス=エ ン ゲ ル ス全 集 刊 行委 員 会 訳 「資 本 論 」第1巻 第1分 冊,234ペ ー ジ。

14)F..Engcl5,,,AnしcUdcrArbeitandcrMcnschwcrdungdcsA鉦cn`',漁 ㍑E,z86」3

皿8痢 θ(以 下MEWと 略 記 す る),Bd,20,S.444,猿 が 人 間 に な る につ い て の 労 働 の 役 割,邦

訳 全 集 第20巻,482ペ ー ジ。

15)Vgl.K,Marx,,,OkonomischphilosophischeManuskripteausdeln∫ahre1844",MEW

Erg,B.,1.Teil,SS.514-515,藤 野渉 訳 「経 済 学 ・哲 学 手 稿 」 昭和42年,103ペ ー ジ参 照 。
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題 として 提 起 され てい る今.日では な お さ ら で あ る。

第二 に は,余 暇 も,以 下 に 見 る ご ど く,必 らず し も人 間 の 自 由 な発 達 を保 障

す る もの で は な いか らで あ る。

この よ うに,脱 労 働 と して の み 余暇 が論 じ られ る とす れ ぼ そ れ は不 幸 な こ と

で は あ るが,反 対 に,労 働 こそが 第一 義 的 で あ る とい う こ とか ら,余 暇 に つ い

て の分 析 を軽 視 す る こ と も誤 りで あ る。

2労 働 か らの 「解 放 」 と して の余 暇

余 暇 は さ しあ た り労 働 生 活 と対 比 され て の消 費 生 活 と して 現わ れ る。 この消

費 生 活 は,資 本 に とって の労 働 力 の再 生 産 過 程 と しての 性 格 か らす れ ば,あ い

か わ らず 資 本 の も とに従 属 した 生 活 で あ る。 資 本 は 労 働 者 の 個 人 的 消 費 を最 低

限 に必 要 な もの へ と制限 し よ う とす るが,.こ の こ とは余 暇活 動 の 内容 に お い て

も同様 で あ る。 労働 を単 に補 足 す る もの と して,労 働 力 の再 生 産 に不 可 欠 な休.

養 とい う範 囲 に と どめ る のが 資本 に と って は望 ま しい。.

また 消 費 生活 は剰 余 価 値 の実 現 過 程 で もあ る。 商 品 を 売 りこむ た め の宣 伝 は

消 費 者 と して の労 働 者 の欲 望 を あ お り,一 種 の社 会 的強 制 を もた らす 。 余 暇 活

動 にお いて も レジ ャ ー産 業 を は じ め と した さ ま ざ ま な娯 楽 の営 利 主 義 的 な環 境

が 存 在 す る。

さ ら に,自 分 自身 の生 命 の 発 現 とし ての 労 働 を資 本 に 売 り渡 した た めに 動 物

化 した 状態 が,何 ら変 わ る こ とな く消 費 生 活 に まで 延 長 され る場 合 が あ る。余

暇 の ギ ャ ン ブル 化 は そ の 一 つ の傾 向 で あ る。 こ の よう な 余 暇 活 動 では 人 間 の 自

由 で全 面的 な発 達 ど ころ か,そ の 反対 に,「 文 化 的 退廃 化傾 向か らの 精神 的機

能 の低 下,ス ポ 「 ツの欠 除か ら生 理的 機 能 の低 下 とい った身 心共 に退 廃化 の危

険 性」16)が見 られ るの で あ る。

しか しま た,消 費 生活 は直 接 的 に資 本 に支 配 され た労 働 生 活 とは異 な っ て い

る。 そ こで は労 働 者 は商 品 の購 買 者 と して,住 民 の一 人 とし て 自 由 な の で あ る。

16)遠 藤 幸男,最 近の余暇生活 の問題点,「 労研維持 会資料 」第668-670合 併号,昭 和49年,15ペ

ージ。
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自由 な余 暇 活 動 を 阻 む さま ざま の 障 害 に もか か わ らず,生 産 力 の発 展 とそ れ を

基 礎 と した文 化 水準 の上 昇 を背 景 と して,人 間 の 自由 な発 達 の追 求 とい う欲 望

が 増 大 す る。 同時 に,余 暇 を阻 む 障害 を克 服 し,人 間 の 自由 な 発達 を保 障 す る

社 会 環 境 そ の もの を つ く りだす 欲 望 もま た増 大す る。

消 費.生活 は この よ うに互 い に矛 盾 す る二 つ の側 面 か らな って い る。 資 本 か ら

自由 な側 面 は,消 費 生 活 が 二 つ の互 い だ矛 盾 す る側 面 か ら な って い る とい う現

状 の関 係 を破 壊 し よ う とす る側 面 で もあ り,「 脱 出」 と して の余 暇 ボ 落 ちつ く

先 は 資 本 の支 配 が 断 ち切 られ.る と こ ろで あ る。

これ ま で 「労 働 か らの解 放 」 と して,余 暇 を問 題 に して きた の で あ るが,こ

ζ で 出発 点 と して の労 働 の側 の視 点に立 ちか え って み るな らば,こ の 「労 働 」

とは 正 確 には 資 本 主 義 社 会 で の労 働 者 階 級 の貧 困 化 の労 働 生 活 に お け る現 象 で

あ る 「労 働 苦」 の こ と で あ る。 同 様 に,こ の 「解 放 」 とは,実 は 「資 本 か ら の

解 放」 の こ とで あ り,根 本 的 に は 資 本 の 支 配 そ の もの を な くす こ とが 解 決 の方

法.と な る。

3労 働 と余 暇

労 働 と余 暇 は 連 続 した 生 活 時 間 の 全 体 の 中 で の 同 じ個 人 の活 動 で あ ヴ て1た

が い に 影 響 を及 ぼ しあ う」7)。い った い,こ の 二 つ の 活 動 は どの よ うに 対 立 して

い るの だ ろ うか 。

資 本 の 直 接 支 配 下 に あ るか 否 か とい う視 点 か ら労 働 時 間 と余 暇 時 間(労 働 時

間 以 外 の 生 活 時 間 として の)と を対 比 す れ ば,前 者 は 労 働 者 に とって は 「他 人

の 時 間」(非 自由 時 間),後 者 は 「自分 の時 間 」(自 由 時 間)と して 現 わ れ る。

この 二 つ の 時 間 は,「 資 本 家 の 時 間」 と 「労 働 者 の 時 間」 と.して 階 級 的 に 区 別

され て お りis〕,前 者 を主 要 な 契機 とす る対 立 関 係 に あ る。

17)資 本 の側 か らす る労務 管理 の一環 としての余暇管理 につ いて も,職 場 にお ける 「時 間管理」 な

どの 「合理 化」攻撃 と一 体 になって出 され てきてい る。 この点 については木元進一 郎1労 務管理

と労働 組合」昭和弱年 な らびに柴田政義,長 時間労働 と 「時 間管理」一 その理 論的批 判 と闘争,

堀江正規編 「労働組合運動 の理論」第3巻 「『合理化』反対闘争」昭和44年 を参照。

18)Vgl.K.Mar】 【,.Dκ1,8.Kap.FuBnote201,前 掲邦訳 「資本論」第1巻 第8章 注201参 照..

労働時間 と生活時間(余 暇時 間)と の階級的区別 の持 つ意 義 と労働 者の全面発達 ならびに統 治/
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資 本 の直 接 支 配 下 に あ る 時 間 と して の 労働 時 間 に お い て は,資 本 の立 場か ら

す れ ば労 働 者 の 自 由ぽ 存 在 しえ な い こ とに な る。 も し労働 者が 労働 過程 で の 時

間 を 自分 自身 の た め に消 費 す る な らば,彼 は 「資 本家 の もの を 盗 む」19〕の で あ
コ コ コ 　 サ

る。資本家が資奉の人格化 されたものであるとすれば,労 働者は 「人格化され
コ コ コ コ

た労 働 時 間以 外 の何 もの で もな い。」2。〉余 暇 時 間 は上 述 した 「他 人 の 時 間 」 と対

比 して 自 由 な 時 間 と して現 われ る。

.しか し,先 に も見 た よ うに,よ り深 く分析 す る な らば,階 級 的 に対 立 す る二

つ の時 間 のそ れ.それ もまた 対 立 す る二 つ の側 面(資 本 か ら 自由 な側 面 とそ うで

ない 側 面)よ り構 威 さ れ て い る こ とがわ か る。

したが.って,そ れ ぞれ の時 間 を非 自由一 色,あ るい は 自 由一 色 と して描 くの

は 誤 りで あ る。 前 述 の非 自 由時 間 な らび に 自 由時 間 は,正 確 に は括 弧 が っ け ら

れ て 「非 自由」 時 間 な らび に 「自由」 時 間 と され ねば な らな い。

「他 人 の時 間」 とい う意 味 で は,ま っ た く非 自 由 で あ るか の よ うに.見え る 労

働 時 間 に おい て も労 働 に も とつ く人 間 の 自由 な発 達 が 追 求 され る。 労働 者 に よ

.って資 本 家 に販 売 され る ものは,「 労 働 力 に つ い て の権 利 の うち のマ 部 分 で あ

る,時 間 ぎめ の使 用 権 」2uで あ って,所 有 権 や 処 分 権,ま して や労 働 者 自身 の

人 格 が,販 売 され る の で嫡 な い。 「自分 の時 間」 と しては,ま った く自 由 で 挙

るか の よ うに見 え る余 暇 時 間 に お げ る非 自由 性 に っ し〕ては す で に導 べ た。.

「労 働 か 余 暇 か 」 と い う問 い は,そ れ ぞ れ の時 間 の二 面 性 を見 な い と こ.うか

ら発 せ られ る もの で あ る。 「ど の よ うな労 働 と余 暇 か 」 どい う こ と こそ が 明 ら

か に され ね ば な らず,「 労 働 も余 暇 も」 とい うの が こ こで の結 論 とな る。

＼ 能力の形成 との関連については,池 上惇,現 代資本主義 と国家,「 現代 と思想」第Z号,昭 和45

年12月 な らびに,「 財政危機 と住民 自治」昭和51年,第 一 章お よび終章 を参 照。

19).乃 鼠,S.247,同 上303ペ ージ。

20)乃 認.,S.258,同 上316ペ ージ.傍 点 は引用者.

21)木 元前掲書,30-32ペ ージ。
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亘互 余 暇

1余 暇 の概 念

これ ま でほ 「余 暇 」 とい う言 葉 を詳 し く検 討 す るこ とな く使 用 して きた。 し

か し,今 や 余 暇 そ の もの を対 象 とす るに 当 っ て,そ の不 十 分性 を感 じな いわ け

には いか な い。 もち ろ ん余 暇 の概 念 は本 稿 の 論述 の過 程 全 体 の なか で展 開 き れ,

明 らか に され るの で あ るが,さ しあ た って は そ の 語義 か ら入 って い く。

i)「 余 暇」

余 暇 は た ん な る ひま や遊 び で は な い と言 わ れ る。 ま た,昭 和33年 に流 行語 と

な り,そ れ 以 後 日本語 化 した レジ ャ ー とい う言葉 か ら思 い うか べ る もの は レジ

ャー.産業 で あ り,営 利 主義 的 な 遊 興 施 設 で あ る。 こ こで 各 国 の主 要辞 典 で,

「余 暇」(日 本 語),.leisure'(英 語),,loisir'(仏 語ジ の意 味 を 調 べ た 第1

表 を掲 げ てみ よ う。

近 年,余 暇 につ いて 論 議 され る場 合 は,「 あ ま った 時 間 」 とい う消 極 的 な規

定 よ り も,「 自由 な時 間」,さ らに は 時 間 だ けで は な く,そ こ での 活 動 とい う

積 極 的 な規 定 が しだい に採 用 され て きて い る。 この点 では 日本 語 の 「余 暇 」 は

文 字 通 り 「余 った 暇」(す なわ ち,あ っ て もな くて も ど うで もいい もの)と い

う消 極 的 な意 味 合 い を強 く持 ってい る の で不 十 分 で あ る22㌔

こ こで さ しあた って 「仕 事 か ら解 放 され た 白山 な時 間 で の行 動 」 とい う余 暇

の規 定 か ら して,次 の二 つ の もの を余 暇 か ら除 い て お く。 それ は収 入 を得 る た

め の 第二 次労 働 と して の 「余 暇 」 と失 業,病 気,監 禁 な どに よ って 強制 され た

「余 暇」 で あ る21)。

次 に,余 暇 問題 の形 成 過 程 に つ い て触 れ て お こ う。 余 暇 は人 間社 会 の 生産 力

22)な お,フ リードマンは,レ ジャーやロワジールについてはその語源(ラ テン語のオシェーム=

otlum)が 貴族の活動をさすものとして使用されていたことがらして,労 働者の余暇の問題を扱

う言葉 としては不適当だとしている。必 ルジュ・フリー ドマン,工 業社会における労働と余暇,

「日本労働協会雑誌」第156号,昭 和47年3月,37ペ ージ。

23)も ちろん,第 二次労働や失業に.よる強制とい う形態での 「余暇」の存在が資本主義社会にとっ

て必然的なものであることを否定するものではない。
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一

酌.一一..一 「 「

出 典 語 義

一

`.一 一

広 辞 苑 あ ま.フ た 時 間 。 ひ ま.い と ま 。

余 暇
1

火
■.

.雷 海 余 ろい と ま 。 ひ ま。

一.一

.-

1. 指定 された あ るい は暗 示 され た何

か をす る白山 あるい は機 会 。

2, (狭義)仕 事 か らの解放 に よって

丁恥 Oxford 得 られ る機 会 。

English 3. 自分1「身 で処 分で きる時 間 を持 つ

Dictionary て い る状態 。

Lcisurc 自分 が好 む よ うに.使うこ との で き

(レ ジ ャ ー)
る時 間 。

自由 な あるい は仕 事 の ない時 間 。

.

Webster's 1. 職 業 あ るい は仕事 か らの 自由、無

New一 World 厭 な時 間 。 休 息 、 レク・リ ェ ー シ ョ

of

Dictionary』

the

ン等 にふ け る仕事 か ら解放 された.

American 時 間。

Language 2. 口分 で処 理 で きる時 間 。

一

一.一.一一一一一

(原義)許 され て いる

1. 自由、許可 、可 能性 の意 を持 ち.、

何 も.しな い で い る こ と。 自 分 の 意

の まま にな る状 態 。時 間 を 自分 の
.

Loisir
Lc Roborし

1

臼 山 に 用 い る可 能1生 。

(ロ ワ ジ ー ル)
-

2. 時 間の 意 を持 ち、何 か をす るた め

の 時間 。

3. r=口「.i、休 息 の 意 で 仕 事 、 拘 束 か ら

逃 れて 自分 の 自由 に な る時 間。

出所=通 産省余暇開発産業室篇 「わが国余暇の現状と余暇時代の展望」昭和48年,1-1表,(一

部補正)8ペ ージ。 ・

の 発 展 を基 礎 とし て生 じ るす ぐれ て歴 史 的 な概 念 で あ る。

支 配 階 級 の みが いわ ゆ る有 閑 階 級(leisureclass)と して 存 立 し,残 りの大

多 数 の民 衆 には 自 由 な時 間 が ま った く無 縁 な もの で あ った時 代 と現在 で は異 な
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っている。資本主義社会では労働生活 と区別された消費生活が存在 し.消 費生.

活はその二面性からす る制約に もかかわらず労働者に とっては自由な時間なの.

である。

資本主義社会内部での発展の過程においても労働者 の1日 の生活時間の構造

は変化 してきた。機械制大工業 の確立 とともに労働時間の無制限的な.延長が行

なわれ,次 には.やがて工場立法の成立へと方向は変わってい く。資本主義社会

における労働問題の一分肢 としての余暇問題が最初に発生したのは資本家階級

と労働者階級 とのあいだで標準労働 日の確立をめ ぐる闘争が始まった時期のこ

とである。'

剰余価値 という抽象的な富の飽 くなき追求のため,資 本家は労働 日の延長を

行ない,労 働者に過度労働 を強制 した。.労働 日は社会的慣習的な最大限度だけ

でなく,純 粋に肉体的な最大限度 も突破 した。 このため労働力は萎縮 し,さ ら

には破壊への道をもたどった。 これに対 して労働者階級が反抗し,標 準労働 日

の制定のための闘争が行なわれた。その結果獲得 された標準労働 日は過度労働

を制限 し,労 働時間 と生活時間とを区別することによって労働者階級に多 くの

利益をもたらした。健康の保持 と身体の正常 な発達のためだけではなく,娯 楽

や文化の享受,種 々の社会活動,さ らには政治活動のために生活時間を利用す

.ることが可能 となったのである。

このように,労 働問題の一分肢 としての余暇問題 とは,資 本主義の階級対抗

下において,労 働者階級が 自らの生活時間の確立 をはか り,そ れを計画的に利

用することなのである。

ii)「 自由時間」

余暇を 「自由時間」 とい う言票で表現する場合が しば しばあるが・.この 「自

由」の意味する毛のは労働者にとっては何よりも 「資本か らの自由」であ り,

「資本の もとでの労働からの自由」である。 とれが労働者の側か らすれば 「他

人の時間」 と 「自分の時間」 との区別,す なわち 「資本家の時間」 と 「労働者

の時間」 との階級的区別に もとつくものであることはすでに述べた2%・
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労働 時 間 以外 の 自由 時 間 も実 は 完全 に 自 由 な もの では ない 。既 述 した よ うに.

そ れ は 資本 の影 響下 に置 かれ て い るた め の二面 性 を持 って い る の で あ る。

しか し,こ の 自由 時 間 は労 働者 が そ の配 分 を 自 由 にす る こ とが で きる時 間 で

あ る。 睡眠 時 間 な ど.の生 理 的 な生 活 時 間 を含 め,す べ て の時 間が それ ぞれ の大

き さ と1日24時 間 に お け るそ の位 置 とを一 定 の限 界 内 では あ るが 労 働 者 自身 の

自 由意 志 に もとづ い て決 定 す る こ とが で きる。旨

とこ ろが,「 自 由時 間」 とい う言葉 を1日24時 間 か ら労 働 時 間 と生 理 的 な生

活 時 間 とを引 いた 残 りの時 間 を表 現 す る もの と して使 用 す る例 が 多 い。

た とえば 藤 竹 暁 氏 は1日 の生 活 時 間 を,生 理 的 必 需 時 間,労 働 時 間,自 由 時

間 の三 つ の時 間 に大 別 す る。 そ して,生 理 的 必 需 時 間 と労 働 時 間 とは そ れ ぞ れ

「生 理 的 な生 存(existence)の た めに 必 要 な時 間 」 と 「社 会 的 な生 存(sub

sistence)の た めに 必 要 な時 間」 で あ り,し た が っ て 「生 理 的 拘 束 時 間 」 と

「社:会的 拘 束 時 間」 で あ る とし,こ の 二 つ の 時 間 を一 様 に 「拘 束 時 間 」 とし て

並 列 に お く。 しか るの ち に,こ の 「拘 束 時 間 」 と区 別 され る もの と して 「自 由

時 間」 を規 定 す る2㌦

藤 竹 氏 は 何 よ り もまず 資 本 の支 配 下 の労 働 時 間 とそ れ 以 外 の生 活 時 間全 体 と

の 区 別 が 労 働 者 に とつ.て本 質 的 な意 味 を持 つ こ と26)を見 な い た め に,主 婦 の家

事 や 買 物 のた め の時 間 とい う消 費 生 活 の 中 の時 間 まで も労 働 時 間 に 含 め るの で

あ る。

24)生 活時間の階級的区別 と 「自由時間」概念の検討については,藤 本武,生 活時間の本質とその

構造について一 生活時間的調査研究第1報 告.「 労働科学」第27巻第5号,昭 和26年5月.

ならびに,生 活時間構造の本質と生活時間の構成,前 掲 「日本の生活時間」序章を参照。

25)藤 竹暁,「個性あるレジャー 余暇時代をデザインする」昭和45年,16-17ペ ージ。 なお,

藤竹氏はNHK総 合放送文化研究所の主任研究員である。 ちなみに.藤 竹氏もその委員の一人

になっている,通産大臣の諮問機関,産 業構造審議会の余暇部会が出した答 申 「今後の余暇の動
コ 　 コ ロ

向 と余曜行政 のあ り方」 では藤竹馬 の生活時 間の区分 の見解 がそ のまま採用 されてい る。通産 省

余暇開発室編 「余暇総覧一 社会 ・産業 ・政策(産 業 構造審議会 余暇部会答 申全文)」 上巻,昭

和49年,110-111ペ ージ参照。

26)こ の点は経済企画庁の前余暇開発室長 であ り,現 在は同 じ く経 済企画庁審議官で ある熨斗隆文

氏 も認 めるところであ筍。r(生 理的一 引用者)必 需時間 と自由時間 の区分 が相対的 な もので し

か ないのに比 して.労 働 とそれ以外 の時間 として の余暇 とは生産手段 り所有 とい う社会的 関係 を

媒 介 として絶対的 な境 界 を画 されて います.」 熨 斗隆支 「現代の余 暇」昭和49年,49ペ ージ。 〆



、
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ま た,労 働時 間 以 外 の 生 活 時 間 全 体 の中 か ら 生 理 的 な 生 活 時 間 のみ を 必 需

時 間 と して 取 り扱 うのは 「生 理 学 的 立 場 だ け か ら 判 断 す る と い う 一 面 的 な 見

解 」27)であ る。 肉 体 的 生 理 的 欲 望 のた め の時 間 だ け を必 需 時 間 と し,社 会 的 文

化 的 欲 望 のた め の時 間 はそ うで は な い とす る見 解 は,人 間 を動 物 一 般 と同一 視

す る もの で あ る。

以 上 の 「余 暇」 と 「自由 時 間」 の概 念 の 検 討 に 加 え て,つ ぎ に.生 活 時 間 の

分 類 基 準 の検 討 を通 じて,生 活 時 間 構 造 のな か で の余 暇 の おか れ て い る位 置 を

明 らか に して い こ う。 「自由 な」 生 活 時 間 の計 画 的利 用 の た め の前 提 と して も

生 活 時 間 の分 類 基 準 が必 要 なの で あ る。

2生 活 時 間 の分 類 基 準 と余 暇

こ.こで生 活 時 間 区 分 の代 表 的 な もの を二 つ 掲 げ て お く・NHK(日 本 放 送 協

会)放 送 世 論 調 査 所 の 「行 動 分 類 表 」(第2表)と,藤 本 武 氏 を 中心 とす る労

働 科 学 研 究 所 の 「生 活 時 間 の 分 類 基 準 」(第3表)で あ る。

前 者 は5年 ご と,後 者 は10年 ご どに,そ れ ぞ れ 独 自に 日本 人 の生 活 時 間 の調

査 を行 な って い る。 た だ セ,第2表 は 豚 く各 階 層 全 般 を対 象 とす る とと もに,

そ の 分類 基 準 を先 の藤 竹 氏 の 規 定 と同 様 の もの とす る。 第3表 は 労 働 者,農 民,

と りわ け 大都 市 の 大工 場 労働 者 とそ の 妻 とを対 象 とし,'も っぱ ら 「経 済 学 を専

攻 す る立 場」28)から作 成 され た もの で あ る。 そ して,前 節 まで に 検 討 して きた

内 容 を ほ ぼ満 たす もの で あ る。 以下,第3表 を詳 し く検 討 して い こ う。

まず は じめ に第3表 の分 類 項 目につ い て簡 単 に説 明 して お こ う。 労働 時 間 は

直 接 的 には 工 場 内 で の生 活 時 間,と りわ け純 勤 務 の項 目の み に該 当す る。 しか

し,こ の純 勤 務 に不 可 避 的 に付 随 し,工 場 とい う資 本 の直 接 の管 理 が 行 なわ れ

る場 所 で の時 間 として 存 在 す る勤 務 前 後 の時 間 や 休 憩 時 間 は,自 由 な もの とは

言 え ない た め 収 入 生 活 時 間 と して 広 い 意 味 で の 労 働 時 間 に 含 め τ い る。 同 様 に

通 勤 時 間 も収 入 生活 時 間 に 含 め て い る。 通 勤 時 間 は 労 働 力 商 品 の輸 送 時 間 とい

27)藤 本他前掲書序章,18ペ ージ。

28)同 上書は しが ぎ。
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第2表 行 動 分 類 表

大 分 類
す い み

身 のま石 りの用 事

障

L
交

類

.授 業 ・弔 段 の行 事

課 外 活動 ・自宅の峠

炊 事

そ う じ

洗 た く

墜 灘,
家 庭 雑1「鉾

具 体 例

す い みん(鵠 分 以 上連 続 、して い る もの)

朝 ・昼 ・夕 ・夜 食

洗 面 ・化 粧,入 浴,外 出の した く

{【::}}事,i≧有う!己,農fl:楽

調霧 の勉翻 の掃　
,あ と か た ず けAll;のし た く

ク フヲ活動,自 宅 や塾 での 予習 ・復 習

肇勇 や 庭 の そ う じ

先走 く,デ イ ロ ン カ・け

癖
シ ン か け,.つ く 聖 も の,手1114417Z,

‡つ かい,・八 百麗 で 買物
二見 ・子 どもを幼 稚 園 にお くる

一

溜

一

イ

ふ ろた き,病 人 の看 護

弄 い 親 族 ・友 人 ・知 人 ・同 僻

合 い P「1'へ 公 会 党 で 集 会,お
一 「 」..

休 息、 い っぷ く,一 ・家 だ ん ら ん
.　

入 院1:1.1,自 宅 で 療 養 ・歯

映画 ・演 劇 見物 ・スポ.

野球,テ ニ ス,卓 球 をす

ギ ャ ンブル 囲 碁,将 棋,マ ー ジ ャ ン

散 歩,ド ラ イ ブ,バ ス旅

ツ を見 る

r
混
一

雑

ジ
「

…

}
11
耳門

匡
・

謡曲,生 け花 の けいこ,.雇 い じ塑

な お とび,若 け り,レ=シ ン 翌 力.一遊 び.

ヨ

樋
一劉一一

ラ 夢オを聞.く(FM,有 線放 送 を含 む)

備考=さ らに次の ような大 きな分 類が行 なわれ ている。

生活必需 行動 一 すいみん,食 事,身 の まわ ゆの用事

余暇行動 休養,交 際.レ ジャー活動.テ レビ,ラ ジオ,新 聞 ・雑誌 ・本

学業 ・労働 学業,仕 事 ・家事

その他 移動

出所;日 本放 送協 会 放送世論調査所 「図説 日本人 の生 活時間1975」 昭和51年,14ペ ージお よ

び19ペ ージ。
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第3表 生活時 間の分類基 準

取 入 生 活 博 聞 一一

一一勤 務 時 間

}一(鯨 、聴 誰 誰 、封 度、川で史、.ポ.。
娯 楽 、 組 合 活 動 、 仮 眠 、他)

一一通 勤 時 間 一一.一(往
、 復)

L一 ・家 で の 勤 務

縢1轡讃鱒

L
L一腹 ・職一[翫 鱗

、

.. 唾

FIT

I・

眠 ニー(夜 、 昼)

専 一(朝 、公 、 夕 食 、 外 食 、 間 食)

り一(身 仕 度 、 用 便 、 入 浴)

息

療

家 事rl勺

　.r 生 活 時 間

活1
時1
川lI.1

L

家 事 作 業.(炊 事.一朝 、昼 、 夕一 、 裁 縫 、}先濯

.「・ 囎1轡 瀦 繍四掃
1一一剰1叫iな どの手入 れ

「
社会的文化的

脚 下

「;韮 赫⊥(。 ポ.ツ 、。。)
教 養 ・娯 楽一一(読.;1ド.づ1摺 、 か きも の 、 新 聞 、.ラ

ジオ 、 テ レ ビ、 テ レ ビ新 聞 、 す る娯

楽 、 み る娯 楽 、 き く娯 楽 、他)
i交 際

雑 談

そ の 他 一(宗 教 、 喫 茶 、の み や 、 デ パ ー ト、

内 容 不 明 の 外 出、 調 査 票 記.人 、 そ の

他)[

社 会 的 活 動. 組.合一言缶動 な ど

山所=藤 本武編著 「最近の生活時間 と余 暇」昭和49年,3ペ ージ。
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う性格を持っているうえに,住 宅事情の悪さのため否応なく通勤時間が延長あ:

　傾向にあり,ラ ッシ訊・アワーの通勤地獄を労働者は味わっている。 これは,

通勤労働 と言ってもよいほどである。その他に収入を得 る時間は内職 を含めて

収入生活時間としている。

労働時間(「 非自由」時間)と 対比 しての 「自由」 時間は消費生活時間 とし.

それは三つに分か紅ている。第一に,生 理的生活時間は睡眠や食事だけに限 ら

ずその守備範囲を広い ものにしている。第二に,家 事的生活時間での作業は勤

務における労働 と異 なって,個 人的な ものであり,資 本に支配されてはいない。

第三に,一 般に余暇 と言われる時間は社会的文化的生活時間 とされている。た

だ し,一 般 に余暇の中に入るとされる 「休息」が生理的生活時間に含められ,

その反対に余暇の中にはあまり入 らないとされ る 「社会的活動」が社:会的文化

.的生活時間の項 目.となっている。

次に検討に入 る。 ここで取 り扱 う対象は余暇である。 この余暇は広い意味で

は労働時間以外のすべての時間としての 「自由」時間であり,第3表 では消費

生活時間の項 目に該当す る。 したがってさしあたっては収入生活時間の項 目は

捨象してお く。

第一に,狭 義の余暇に普通含められている 「休息」を生理的生活時間に分類

したために,第3表 で余暇に該当するとされている社会的文化的生活時間とは

切 り離 された ものとなってしまっている。

第「に,社 会的文化的生活時間の内部での各項 目が羅列的であって,そ れぞ

れの項 目の持つ意義 と項 目相互の関連が不明確である。 このため,余 暇の概念

が消極的な規定か ら積極的な規定に移行 したことの持つ意義 もっかめない。

第三に,社 会的文化的生活時間と銘打ち,社 会的活動の深 目をせっか く設け

たにもかかわらず,そ の積極的な意義が見あたらない。藤本氏は社会的活動に

該当するものとして組合活動,政 党活動,社 会奉仕活動,交 際などを上げなが

らも,「 社会的文化的生活時間.としたもののうち,社 会的活動をζり除けば,

大体において余暇時間に当ることになるが,数 量的にいうとこれらの時間は現
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実 に少 な い の で,い わ ゆ る余 暇 時間 とわ れわ れ の 社会 的文 化的 生活 時 間 ぱ ほ ぼ

一 致 す る」29)とし
,1970-71年 のMao)に お い て も,PTA活 動 な どは育 児 に

含 め た の で社 会 的 活 動 は じ っさ い に は組 合 活 動 が ほ とん どで あ り,こ れ は 「日

本 の 労 働 者 に 組 合 活 動 以 外 の社 会 的 活 動 が 少 ない た め に他 な ら な い」30と 述 べ.

.るだ け に とど まb,そ れ 以 上Q積 極 的 な展 開 は見 られ ない 。

だ が は た して社 会 的 活 動 は 少 ない のだ ろ うか 。 この 点 に 関 し て,大 河 内一 男

氏 は 今 日の余 暇 の 形態 変 化 の一 つ と して 自分 自身 が 参 加 し て余 暇 を楽 しむ とい

う 「参加 型 の 余暇 」32)が 急 速 に 広 が りっ っ あ る と指 摘 し,そ の 中に い ろ い ろ な

市 民 活動 を含 め て い る。具 体 的 にそ こで 上 げ られ てい る も のは,公 害 反 対 運 動,

騒 音 反 対 の住 民 運 動,団 地 の 自治 会 の活 動,PTAの 活 動,消 費者 団体 の 活 動

で あ る。

ま た,下 山房 雄 氏 は 現 在 の労 働 者 の余 暇 の 多様 化が 進行 して い る こ とに触 れ

た の ち,さ らに,余 暇 は ス ポ ー ツ,趣 味,娯 楽 にか ぎ られ る もの で は な く,

「当 然,社 会 主 義 運 動 や そ のた め の学 習 運 動 もふ くみ うる」紬 もの で あ る と主

張 す る。 す なわ ち,労 働 者 は,.「 生 体 と して の 自己 維 持 ・自己 発展 の み な らず,

歴 史 的 階 級 主 体 と して の 自己 認 識 ・自己 発 展 をは か ろ う とす る」3り と述 べ,そ

の一 端 と して,「 労 働 者 教 育 協 会 」 の指 導 で行 な われ て い る 「学 習 運 動 」(夜

間 学 校,通 信 大 学,学 習 集 会 な ど)の 近 年 の発 展 を上 げ て い る。 」

さ らに,最 近 で は職 場 内 外 で,婦 人 労 働 者 の運 動 の 場 が 広 が る こ とに よ っ て,

母 親 大 会 の討 論 で も,「 家庭 と仕 事 と活 動 と三 本 立 て の方 向で 討 論 が 展 開 され

る場 面 もみ られ」紛 る とい う状 況 で あ る。

29)同 上書序章.20ペ ージ。

30)こ の調査は京浜,阪 神 な どの大都 市の8大 工場 の労働者 とその妻,合 わせ て1871名 を対象 とす

るもので,彼 らの金 ・土 ・日 ・月曜 の4日 間連続 の生 活時 間調査 ならび匠その付帯調査が行 なわ

れた。藤 本武編著 「最近 の生活時間 と余暇」昭和49年,は しがき,な らびに13ペ ージ参照,

31)同 上書,8ペ ージ.

32)大 河内一男 「余暇のすす め」昭和49年,177ペ ージ。

33),34)下 山前掲,「 余暇」 をど うとらえるか,22ペ ージ。

35)川 口和 子 ・鈴木史子,婦 人労働者 の労働時間短縮要求の性格 とたたか いの課題,「 賃金 と社 会

保 障」第664号,昭 和49年12月,25-26ペ ージ。
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この よ う な 「社 会 的 活 動 」 とし て の余 暇 の現 実 の増 大 が 生 活 時 間 の分 類 基 準

に お い て も反 映 され ね ば な らな いg

以 上 の諸 点 を考 慮 に 入れ た うえ で,藤 本 氏 の 「生活 時 間 の 分 類 基 準」(第3

表)を 基礎 としっ っ も,消 費 生 活 時 間 の独 自 な分 類 方 法 と して 「労 働 者 の生 活

時 間(狭 義)の 分 類 基 準 」(第4表)を 掲 げ て み よ う。

第4表 で は,ま ず 労 働 者 の 生 活 時 間(広 義)の 全 体 が 労働 時 間(す なわ ち労

働 生 活 時 間)と(狭 義 の)生 活時 間(す なわ ち 「自 由」 生 活 時 間,あ る いは 広

義 の 「余 暇 時 間」)と の 二 つ の部 分 に 分 け られ る36)。

次 に(狭 義 の)生 活 時 間 が 大 き く.二分 され て い る。 それ は労 働 者 の 肉体 的 精

神 的 諸 能 力 の総 体 が 維 持 され る に と どま るか,そ れ と もさ らに発 達 す るか とい

う基 準 で分 け られ て い る37)。r"

維 持 的 生活 時 間(略 称=維 持 時 間)は 広 義 の 生 理 的 生 活 時 間 で あ り,動 物 的

生存 を実 現 す る時 間 で あ る。 搾 取 材 料 と して の労 働 力 を再 生 産 す るた め の時 間

で もあ る。 発 達 的 生 活 時 間(略 称=発 達 時 間)は 人 間的 生 存 を実 現 す る時 間 で

あ る。 維 持 時 間 との対 比 か らす れ ば,発 達 時 間 こそ が 人 間 に と って 自由 な時 間,

す な わ ち能 動的 な活 動 を行 な う とい う積 極 的 な規 定 に お け る 「余 暇」 で あ る。

この 意 味 にお い て,発 達 時 間 こそ が 真 の 「余 暇」 ど言 え る で あ ろ う。 もち ろ ん.

36)下 山氏 は労 働時間 と 「自由」時間 という 区分 を採用 してい る。 下 山前掲.生 活時 間の構造,

217ペー ジ参照。

37)こ の分類方法は籠II」京 氏が行 な うような,た んにエネルギー消費が少ないか多いか を区分 の基

準 としてい る ものではない。龍 山氏 は1日 の生活構造 を労働 余 暇.休 養の三つ に区分 し,エ ネ

ル.ギ.・の消費 と補給 とい う面 か ら余暇 を二 つに区分 す る。労働の ようにエネ ルギー消費が補給 に

.比 して大 である余暇 を 「労働化 せる 余暇」(籠 山京 「国民生活の構造」昭和18年.77ペ ージ)と

称 し,反 対 に1休 養 の ようにエネル ギー消費に比 して補給が大で ある余暇を.「休養化せ る余暇」

(同 ベー ジ)と 称す るので ある。 第4表 の維持的生活時間 の うちの精神的 休息時 間は 龍 山氏 の

分 類では 「労働化せる余 暇」のほ うに入 ることになる。 しかし,「 維持的」 とい うのはたんな る

「休養」 あるいは 「休養 化せ る余暇」 のことではないのであ る。

、もと もと籠山氏 の目標 とす るところは第二次世 界大 戦の際に串 された 「決 戦下の国民生活は如

何 にあ らねば ならないか 」(200ペ ー ジ)と い う問いに対 す るものであ り.戦 時下 の 「働 き且つ働
コ コ ロ コ

く為 に眠 る生活」(205ペ ージ,傍 点 は引用者)の 実現 のために 「余暇の休養 化」(216ペ ージ)が

問題 とされ なけれ ばな らない と主張 する ものであ る。そ こには発達的生 活時 間 の入 りこむ余地 な

どは な㌧1。



労

働

時

間
く
・…

…

…

-・-…

…
・…

V
生

活
時

間

(狭

義

)

(す
な
わ
、
労
働
生
活
時
。
)

}

倉
醗

鷹

灘

熊

踊

)

{」.三f互1!rI勺二[三1/斥1iこ1…IN(5リミ義)

III医眼 、 食.・P、 身 の ま わ り 一1.医療

.一

一.家 、ll`的生 活II、}間

家 二,j`fl三業 、f∫ 児 、 来 川:LI[な ど の 手 入 れ

欝

(
爵

)

維持的生活時川一

(懸盤繍)

L休 息 的生 活1寺問一.一

(広義)

一.躯 生理 的 休 息、ll、卜川(狭 義 の 休 息rl勺生 活 時 間)

「 i一 一 「骨f木 め」

iゴri寝 、テ レ寝 、 散 歩 、体 操 、雑 談

L一一→一月1IljネII叩勺f木、巳II寺出1「 虫tμ昔 ら し」

i新 聞 、 週 刊 誌)、 交 際

般

iに
ミ コ

i余

iIII堤
ヨ ヒ

iと…呼

…ば
…れ

狭 義 の レ ジ ャ ー 、遊 興 娯 楽 、ギ ャ ン ブル,iて

旅 行 ・ マ ス ・コ ミ融(テ レ ビ ・ ラ ジオ ・落

il　
i曾

「1己 施 違II鋼(狭 義 の 文 化 的 空 言刮1綱)i線

iの辺凶日ミ、 教 養 、(す る)ス ポ ー ツ 、 学 校

._.、、....一.__.__......_._.、 『._..、_,_『.._...i.枠

巴

社会 発達時 間(狭 義の社会 的生活時 間)

社 会 奉 仕 活動 、団 地 の 自治会 の活 動}

PTAの 活動 、労働組 合の活動 、公嘗反

.対 などの住 民運 動 、消 費x団 体の活動 、

政 党活動、 挙世1運動

器r
幽

θ
肝
煎
黒
醒

(踏
蝶
)
θ

「

多邑達rl勺烈三学舌11寺田」一

儲 篠・句 ・.

一
M
N
躰

弼

一
一
bg



労働者の生活時間構造 と余暇(63)63

全面 発達 の た めに は これ ら双 方 の時 間 の全 体 が 必 要 で あ る。 以下,各 項 目の簡

単 な説 明 を して お こ う。

生 理 的 生 活 時 間 は 狭 義 の もの と し,「 休 息1を 生 理 的 休 息 時 間 と して独 立 さ

せ た 。 家 事 的 生 活 時 間 の育 児 の項 に含 め られ て い た 「PTAの 活 動 」 は社 会 発

達 時 間 に分 類 した。

広 義 の休 息 的 生 活 時 間(略 称:休 息 時 間)は.生 理 的 休 息時 間(狭 義 の休 息 的

生 活 時 間)と 精 神 的 休 息 時 間 とに 区分 して い る。 前 者 は一 般 に 「骨 休 め」,後

者 は 「気 晴 ら し」 と言 わ れ て い る もの で あ る。 日本 の余 暇 を 代表 す る と言 わ れ

て い る 「1コ 口,2テ レ,3パ チ」 の うち の ゴ ロ寝 は 生理 的 休 息 時 間 に 含 まれ

る。「狭 義 の レジ ャー(日 本 語 化 した レ ジ ャー)を 精 神 的 休 息 時 間 と して と ら え

る こ とに よ って,そ の余 暇 と して の持 つ 意義 と限 界,他 の 生 活 時 間 との 関 連 を

明 らか に して い る。 マ ス ・コ ミは ど こに で も顔 を出 す 口∫能 性 を持 って い るが,

主 に は娯 楽 の手 段 と しえ使 わ れ て い る と考 え て 精神 的 休 息 時 間 に 加 えた 。

自己 発 達 時 間(狭 義 の文 化 的 生 活 時 間)に は 「(す る)ス ポ ー 字」 を含 め た 。

ス ポ ー ツ も分類 が むず か しい。 軽 い体 操 は 散歩 と並 べ て 生 理 的 休 息 時 間 に 含 め

た。 ま た,身 体 の一 部 分 しか 動 か さな い,あ るい は 同 一 姿 勢 を保 持 す る とい っ

た 現 代 の オ ー トメ ー シ ョン下 の 労 働 の 性 格 か らす れ ば,ス ポ ー ツ で身 体 全 体 を

動 か す こ とは 生 理 的 な意 義 を持 って い る。 また 精 神 的 な休 息 とし て もス ポ ー ツ

は 行 なわ れ る。 こ こで は ス ポ ー ツが 肉 体 的 精 神 的 諸 能 力 を高 め る もの と して 自

己 発 達 時 間 に 分 類 した。 この よ うに 各 項 目間 の 分 類 に 当 って の境 界 は あ くま で

相 対 的 な もの で あ って,一 つ の 事 柄 が い ろい ろ な機 能 を持 っ てい る。

社 会 発 達 時 間(狭 義 の 社 会 的 生 活 時 間)は,一 般 には 余 暇 に含 まれ て い な い

こ とが 多 い 。 第4表 では 点 線 の枠 内 の部 分 が 一 般 に余 暇 と呼 ば れ てい る。 枠 外

の下 段 の生 活 時 間 で あ る社 会 発 達 時 間 は,第3表 の 「社 会 的 活 動 」 に 当 る もの

で あ るが,大 部 分 が 社 会 的 義 務 活 動 で あ る と して余 暇 に含 まれ な い場 合 が しば

しば あ る。 しか し,責 任 と義 務 が 伴 な うか ら こそ,か え って こ の 「社 会 的 活

動 」 は 人 間 の持 つ 諸 能 力 を発 達 させ る もの で もあ る。



64(64)第122巻 第1・2号

社 会 発 達 時 間 は 他 の 生 活 時 間 と比 較 して一 段 と高 次 な生 活 時 間 で あ る。 「自

由」 生 活 時 間(狭 義 の 生 活 時 間)の 自 由性 は こ の社 会 発 達 時 間,と りわ け社 会

.変 革 に 直 接 か 冷 わ る時 間 に か ふ って い る。 社 会 発 達 時 間 こそ が 「自由」 生 活 時

間 の 存 在 そ の もの を生 み 出 した の で あ り,そ れ だ け で な く,そ の 自由性 を さ ら

に 発 展 させ る もの で あ る。 そ して そ の過 程 で人 間 の諸 能 力 義高 ま る。 人 間 は 自

然 とそ の」 部 分 で あ る社 会 との 二 つ の環 境 に 能 動 的 に働 きか け,そ の変 革 を行 、

な う と とも}こ自分 自身 を も変 革 して きた。 この 目的 意 識 的 な活 動 を行 な う とこ

ろ が 人 間 をた ん な る動 物 以 上 の もの に す る。 この 意 味 に お い て,社 会 発 達 時 間

は 人 間 に と って一 段 と高 次 な 生 活 時 間 で あ ろ う。 こ こに は,す べ て の人 間 が 日

常 の 行政 に 参 加 す る とい う未 来 社 会 の繭 芽 が 存 在 す る。

第4表 の 分類 基 準 は 以 上 の通 りで あ る。 た だ し,各 項 目間 の 分 類 は あ くま で

相 対 的 な もの で あ る と と もに,ま た 相互 に 影 響 を与 え る もの で あ る。 そ れ は 労

働 時 間 と生 活 時 間(狭 義)と の あ い だ の 関 係 に も当 て は ま る し,ま た 維 持 時 間

と発達 時 間 との あ い だ の 関 係 に も当 て は ま る。.

む す び

資 本 主義 社 会 に お け る 「余 暇 」 の利 用 は二 つ の面 を持 って い る。 一 つ は 社 会

発 達 時 間 を 含 め た す べ て の 「自由」 生活 時 間 を 通 じて 人 間 の 全面 的 な 発 達 を追

求 す る こ とで あ る。 も う一 つ は社 会 発 達 時 間 で の 行 動 に よ って 「自由」 生活 時

間 の 自由 な面 を守 り,発 展 さ せ る こ とで あ る。

前 者 に お い て は人 間 の全 面 的 な発 達 を追 求 して い く過 程 で,そ の実 現 を妨 げ

る も の を克 服 して いか ざ る を え な い。 この こ とが ま た社 会 発 達 時 間 の新 た な増

大 へ の多 面 的 な道 を形 成 す る。

後 者 に お い て は,社 会 発 達 時 間 で の行 動 を通 じて新 しい 人 間能 力 が発 達 して

い く過 程 で もあ る。 先 に も述 べ た よ うに,こ れ は高 次 な段 階 で の 真 に 人 間 的 な .

能 力 で あ り,こ の よ うな能 力が 発 達 した人 間 の1日 の 生活 時 間全 体 の あ り方 は

お のず か ら異 な っ て くる で あ ろ う。 そ れ ゆ え,狭 い意 味 で』 般 に 「余 暇 」 と呼
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ば れ て い る時 間 で の行 動 もま た ひ と りで に 異 な った,つ ま りい っそ う積 極 的 な,

ま た い っそ う人 間的 な もの とな らざ る をえ な い で あ ろ う。

現 行 の生 活 時 間調 査 は 「余 暇 」 利 用 に つ い て の 以 上 の よ うな 視 点(階 級 の 視

点 と発 達 の視 点)に 基 い た分 類 基 準(第4表)を 用 い る こ とに よ って,労 働者

状 態 の一 部面 ど して の生 活 時 間構 造 を い っそ う正 し く反 映 す る こ とが で き るで

あ ろ う。 ま た,生 活 時 間構 造 の実 態Q正 確 な把 握 が な され て こそ,
,生 活 時 間 の

計 画 的利 用 も真 に可 能 とな るで あ ろ う。

本 稿 で は,は じめ に述 べ た よ うに,余 暇 をめ ぐる諸 問題 の解 明 の 前 提 として,

生 活 時 間構 造 の 中 で の余 暇 の意 義 に つ い て考 察 した。 残 され た 課題 に つ い て は

以 下 に記 して お きた い。

第 一 に,本 稿 で提 示 した 生 活 時 間 の分 類 基 準(第4表)を 活 用 す る こ とに よ

っ て,現 実 の生 活 時 間構 造 と余 暇 の実 証 分 析 を行 な う こ とで あ る。 そ の さい,

性,年 齢,職 業,企 業 規 模,週 休2日 制 と週 休1日 制,交 替 制 の有 無 な ど,具

体 的 な 区分 に よ る比 較 検 討 が 必 要 で あ ろ う。

第 二 に,余 暇 問 題 の前 提 条 件 の検 討 を行 なわ ね ば な らな い。 余 暇 活 動 が存 在

す る た め に は,俗 に 「カ ネ と ヒマ」 と言 わ れ る よ うに,労 働 時 間 の短 縮 だ け で

は な く,賃 金 の増 加 と余 暇 施 設 や 便 益 の整 備 とい う物 質 的 諸 条 件 に よ る裏 付 け

が 必 要 で あ る。

.余 暇 開 発 セ ンタ ー の報 告 書 は,「 余 暇 が 生 活 全 体 に浸 透 す る プ ロセ ス を現 代

余 暇 の基 本 的 特 徴 とみ な」38)し,生 活 全 体 の う ち 「生 活 維 持 的 な もの(subsis・

tencelevel)」39)と 比 して,「 自由裁 量 的 な もの(discretionarylevel)」`。)が 増

して い き,「 生 活 の余 暇 化」41)が進 行 す る と述 べ.てい る。 しか し,実 際 は 「生

活 の余 暇 化 」 よ り前 に,余 暇 環境,さ ら には余 暇 以 前 の生 活 環境(労 働環 境 も

含 め て)の 貧 しさ を問 題 と しな けれ ば な らな い42>。 「大 衆 が 積 極 的 な活 動 を手

38)余 暇開発セ ンター 調査報 告書47-4「 余暇時代 に お ける 産業活動 の社会的位置 づけ」昭和48

年,7ペ ージ。

39),40),41)同 上書6ペ ージ.

42)通 産省 余暇 開発産 業室 では,余 暇時 代の実現のための阻害要因や整備 され るべ き条件がわが/
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.軽 に 自由 に で きる公 共 の 施 設 が,き わ め て 乏 しい わ が 国 の社 会 的 貧 乏 と,低 賃
コ コ コ コ 　

金 とい う個 人 的 貧 乏」佃 とが 相 ま って,受 け 身 的 な余 暇 をや む を えず そ の主 流

と させ て い るの で あ る。

第 三 に,余 暇 をめ ぐる労 資 の 闘 い を取 り上 げ ね ば な らない 。 資 本 の 側 か らは

労 務 管理 の一 環 と して 余 暇 管 理 が 行 なわ れ る。 余 暇 管 理 は,資 本 か ら 「自由

な」 生 活 時 間 を資 本 の 管 理 下 に お くこ とに よ って 不 自 由化 させ よ う とす る もの

で あ る。 余 暇 管 理 は 他 の 労 務 管 理 一 般 と異 な って お り,「 管 理 で ない 管 理,つ

ま り管 理 を感 じ させ(て は な ら)な い 管 理 」4りで あ る。 これ は 一 つ の形 容 矛 盾

で あ る。

労 働 の側 か らは,労 働組 合 な どに よ って 余 暇 の組 織 化 が 行 なわ れ る。 時 短 そ

の もの は 必 らず し も直 接 に 労 働 組 合 な どの 活 動 を強 化 す る こ とに は っ なが ら な

い。 労働 者 が 集 団 と して 団結 し,訓 練 され る生 産 現 場 か ら遠 ざか り,ば らば ら.

な個 人 と して レジ ャー産 業 に 吸 収 さ れ,私 生 活 に埋 没 す る可 能 性 も存 在 す る。

採 対 に,地 域 社会 で住 民 運 動 に参 加 す るた め の 時 間 と して 使 わ れ る場 合 もあ る。

労 働 組 合 は上 述 の余 暇 の前 提 条 件 を確 保 す る こ とを 闘 い の課 題 とす る と と もに,

.資 本 の余 暇 管 理 に対 して は あ くま で労 働 者 の余 暇 の選 択 の 自主 性 を擁 護 し,さ

ら に,労 働 組 合 自身 が 自主 的 なサ ー クル活 動 や 余 暇 活 動 の組 織 化 を押 しす す め.

ね ば な らな い。

最 後 に,生 活 時 間 構 造 と余 暇 の簡 題 は 労 働 者 状 態 論 や 生 活 水 準 論 の一 構 成 部

分 にす ぎず,現 実 の一 断 面 しか と らえ られ な い とい う限 界 を持 って い る。 した

が って,労 働 者 生 活 の全 体 像 をつ か む た め には,そ の他 の生 活 諸 条 件 全 般 の考

察 へ とす す まね ば な ら ない 。

さ ら に,は じ め に述 べ た よ うに,GNP一 辺 倒 に代 わ る もの と して の種 々 の

/国 では数多いとし,主 要項目を以下のように列挙している。①余暇 ファシ リティの未整備②地価

高騰③住宅事情の貧困④余暇のコミュニティや遊びのテク/μ ジーの不足⑤余暇情報の欠如⑥託

児施設の不足。前掲書101ページ。
43)桐 原裸見,創 造的余胤 「労働の科学」第17巻第7号,昭 和37年7月,7ペ ージ。傍点は引用

者。

44)大 野九 余暇管理の思想と構造,「月刊労働問題」第159号,昭 和46年8月 号,57ペ ージ。
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福 祉 指標(余 暇 は そ の 一 項 目 と して 含 まれ て い る)の 開 発 と適 用(実 証 分 析 と

政 策 提 言)も 課 題 と して残 され て い る。

〔付記〕 労働科学研究所発 行の諸文献の人手 に当 っては,同 研究所 の大阪事務所事務

長富山薫氏 の御世話 にな った。記 して感謝の意 を表 す るしだいで ある。


